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(57)【要約】
　本発明は、農作植物の苗を定植及び処理するための装
置(1)に関する。詳細には、装置(1)は、サトウキビの苗
の定植及び処理に適している。装置(1)は、苗が定植さ
れる土を有する耕地上で装置(1)を移動させるための手
段(2)を備える。更に、装置(1)は、複数の苗を保持する
ためのトレイ(5)と、装置(1)が耕地上を移動させられる
ときに、耕地に自動的に溝を生成するための溝切器(6)
とを備える。また、装置(1)は、肥料、殺虫剤、殺菌剤
及び/又は栄養物を溝へ散布するための噴霧デバイス(14
)を備える。更に、装置(1)は、溝を土で埋め、埋められ
た溝内の苗の周囲の土を押し固めるように構成された溝
押圧器(8)を備える。また、本発明は、イネ科植物の苗
、特に、サトウキビ植物の苗を定植するためのこの装置
(1)の使用方法に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　農作植物の苗を定植及び処理するための装置であって、
　前記苗が定植される土を有する耕地上で前記装置を移動させるための手段と、
　複数の苗を保持するためのトレイと、
　前記装置が前記耕地上を移動させられるときに前記耕地に自動的に溝を生成するための
溝切器と、
　前記苗を前記トレイから前記溝へ入れるための苗運搬デバイスと、
　肥料、殺虫剤、殺菌剤及び/又は栄養物を前記溝へ散布するための噴霧デバイスと、
　前記溝を土で埋め、埋められた前記溝内の前記苗の周囲の前記土を押し固めるように構
成された溝押圧器と、
　前記苗運搬デバイスと前記溝押圧器とを連結する連結機構と
を備える装置。
【請求項２】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を前
記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項1に記載の装置。
【請求項３】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器が前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押圧するように、前記溝押圧器を前記土に押し付ける、請
求項1又は2に記載の装置。
【請求項４】
　前記溝押圧器は、少なくとも二つのホイールを備え、前記ホイールは、前記溝切器の移
動経路の両側に配置される、請求項1から3のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールの少な
くとも一方に連結された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、
前記溝押圧器の前記ホイールを前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項4に記載の装
置。
【請求項６】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールが前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記溝押圧器の前記ホイールを前記土
に押し付ける、請求項4又は5に記載の装置。
【請求項７】
　前記苗運搬デバイスは、前記トレイから自動的に前記苗を取り出し、該苗を前記溝に入
れるように構成される、請求項1から6のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記苗運搬デバイスは、前記苗を保持し、前記溝に前記苗を入れるためのクランプユニ
ットを備える、請求項1から7のいずれかに記載の装置。
【請求項９】
　前記連結機構は、前記苗運搬デバイスの前記クランプユニットと前記溝押圧器とを連結
する、請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
された前記クランプユニットが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を
前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項8又は9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記連結機構は、バネ機構を備える、請求項1から10のいずれかに記載の装置。
【請求項１２】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
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された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を前
記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項11に記載の装置。
【請求項１３】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器が前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記溝押圧器を前記土に押し付ける、
請求項11又は12に記載の装置。
【請求項１４】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールの少な
くとも一方に連結された前記クランプユニットが前記土の上で一定の高さを有するように
、前記溝押圧器の前記ホイールを前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項11から13の
いずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールが前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記ホイールを前記土に押し付ける、
請求項11から14のいずれかに記載の装置。
【請求項１６】
　前記連結機構は、パンタグラフ式デバイスである、請求項1から15のいずれかに記載の
装置。
【請求項１７】
　前記溝切器は、超高分子量の、汚れがこびりつかない材料から作られる、請求項1から1
6のいずれかに記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は、殺虫剤用タンクと殺菌剤用タンクとを更に備え、該殺虫剤用タンクと該殺
菌剤用タンクの双方は、前記噴霧デバイスに連結され、前記噴霧デバイスは、殺虫剤と殺
菌剤の双方を前記土の中の前記苗に散布するように更に構成される、請求項1から17のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記装置は、前記溝に入れられた前記苗の周囲に超吸収体を配置するための手段を更に
備える、請求項1から18のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記トレイと前記苗運搬デバイスとは、サトウキビの苗を保持し、前記土まで送り届け
るように構成される、請求項1から19のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２１】
　イネ科植物、特に、サトウキビ植物の苗を定植するための、請求項1から20のいずれか
一項に記載の装置の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、農作植物の苗を定植及び処理するための装置に関する。特に、本装置は、サ
トウキビの苗の定植及び処理に適している。また、本発明は、イネ科植物の苗、特に、サ
トウキビ植物の苗を定植するための本装置の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サトウキビの種子は、単一の心皮からなる乾燥した単一の種子の果実又は穎果であり、
その子房壁の果皮は、種皮と一体化している。不都合なことに、サトウキビの種子は、特
定の環境特性、例えば、一定の温暖で湿潤な気候条件のもとでのみ発芽する。このような
気候条件は、サトウキビが育てられるどの場所でも見られるものではなく、したがって、
サトウキビの種子の発芽は、常に保証されているわけではない。商業的農業では、サトウ
キビの種子を蒔くことはなく、代わりに、茎切片又は茎若しくは稈の一部を植えることに
より栄養繁殖させる。
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【０００３】
　サトウキビの茎は、イネ科植物の茎と同様にいくつかの節を備え、節から新たな苗木が
成長する。サトウキビの従来の定植方法では、この節は茎に含まれているため、改植用の
苗木の出所として使用される作付用地の確保を必要とする。改植に使用される苗木は、収
穫後に約20cmから50cmの切片へ切断される。これにより、各茎切片のセット(sett)には、
少なくとも二つの節が含まれるようにする。茎の切断は、頂芽優勢を遮断するために必要
である。切断されていない茎全体を使用した場合の頂芽優勢は、萌芽不良を引き起こす。
上記切片は、少なくとも二つの芽又は少なくとも二つの節を有するように切断される。す
べての芽が成長するわけではないため、各節に通常一つの芽を成長させ、萌芽を確実にす
る。
【０００４】
　国際公開第91/14356(A1)号には、ビレットプランタが記載されている。このプランタは
、サトウキビの幹をビレット(billets)に切断し、搬送シュートに送り込むように構成さ
れた切断装置を含んでいる。プランタは、ホイールに支持され、連結アセンブリによって
トラクタの三点支持装置に連結されるように構成されている。
【０００５】
　更に、米国特許第4,450,778号は、サトウキビビレットプランタを記載している。この
文献に記載されたビレットプランタは、溝切アセンブリと肥料散布器とを含んでいる。こ
のビレットプランタは、ビレット搬送アセンブリを含むビレット計量機構も備えている。
【０００６】
　また、米国特許第4,314,514号は、トラクタの後部に連結され得るメインフレームを含
むサトウキビプランタを記載している。このプランタは、メインフレームの下部に取り付
けられた、溝を切るための溝切鋤を更に備える。更に、このプランタは、定植される大量
の茎セット(cane sett)を受容可能なホッパーを備える。茎セットは、次いで、溝に入る
ように排出される。
【０００７】
　また、欧州特許出願公開第0283701(A1)号は、苗木を定植するための方法を記載してい
る。この文献では、溝は鋤の刃によって形成され、苗木は溝へ落とされる。この方法にお
いて、苗木の前方への傾斜を防ぐように後方へ向けられた液体又は気体の噴流によって、
苗木は着地の段階で支持される。
【０００８】
　サトウキビの切片を切断するために使用される現在の機械は、茎におけるいかなる特性
も識別することができない。したがって、切断箇所の厳密な位置は、無作為に決定される
。切断後に、一つ以上の節を有するセットは、地表面における広さが概ね40cmから50cmの
幅で、30cmから40cmの深さで掘り起こされた土の溝の中に互いに重なるように水平に配置
され、土によって軽く覆われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　この定植技術は、現在に至るまで依然として用いられているが、萌芽を保証するために
、二つから四つの節を有する多くの切片を使用しなければならないため、全体的な処理は
、比較的非効率的である。その結果、改植のために広い面積を使用する必要がある。した
がって、作物及びアルコール若しくは砂糖の生産に利用し得る面積を改植のために確保し
なくてはならない。したがって、サトウキビの定植技術の効率を向上することが必要であ
る。
【００１０】
　更に、サトウキビ植物の苗を定植することが知られている。しかしながら、苗はより一
層傷つきやすく、サトウキビのブリット(bullit)又はセットのための既知のプランタは、
使用できない。
【００１１】
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　したがって、本発明の目的は、定植工程によって苗が傷つけられることがないように、
特に、更なる生育のための最適な条件で、苗を効率的且つ優しく定植することができる、
農作植物の苗を定植及び処理するための装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、前記目的は、請求項1に定義されている装置によって達成される。こ
の装置の更なる特徴は、従属請求項において定義される。
【００１３】
　本発明による、農作植物の苗を定植及び処理するための装置は、苗が定植される土を有
する耕地上で装置を移動させるための手段を備える。更に、装置は、複数の苗を保持する
ためのトレイと、装置が耕地上を移動させられるときに、耕地に自動的に溝を生成するた
めの溝切器とを備える。また、装置は、肥料、殺虫剤、殺菌剤及び/又は栄養物を溝へ散
布するための噴霧デバイスを備える。更に、装置は、溝を土で埋め、埋められた溝内の苗
の周囲の土を押し固めるように構成された溝押圧器を備える。
【００１４】
　更に、前記装置は、苗をトレイから溝へ入れるための苗運搬デバイスを備える。
【００１５】
　また、前記装置は、前記苗運搬デバイスと前記溝押圧器とを連結する連結機構を備える
。
【００１６】
　本発明の装置は、幹又はブリットの定植ではなく、苗の定植に適している。本装置は、
苗を搬送することができ、定植された苗の高い生存率に対するあらゆる有意性を提供する
ことができる。定植は、最適な上向きの位置及び深さで行うことができ、更なる生育に最
適な条件のための効率的な化学処理が提供される。苗は、装置を耕地上で移動させること
で、直線的に定植され得る。これによって、農作周期の終わりには直線的に収穫すること
になるので、農作植物へのダメージは低減し、収穫量は増大する。有利には、本装置は、
完全に統合された定植機構及び萌芽苗処理を提供する。
【００１７】
　本発明によると、溝切器は、地面梃入れデバイスを備え得る。このデバイスは、汚れが
こびりつかない、特に、超高分子量(UHMW)の材料から作られ得る。
【００１８】
　本発明による装置の実施形態によると、前記連結機構は、前記装置が耕地上を移動させ
られるときに、溝押圧器に連結された苗運搬デバイスが土の上で一定の高さを有するよう
に、前記溝押圧器を溝の傍らの土に押し付ける。
【００１９】
　本発明による装置の更なる実施形態によると、前記連結機構は、前記装置が耕地上を移
動させられるときに、前記溝押圧器が苗の周囲の土を一定の力で押し固めるように、前記
溝押圧器を土に押し付ける。
【００２０】
　本発明による装置の実施形態によると、前記溝押圧器は、少なくとも二つのホイールを
備え、前記ホイールは、前記溝切器の移動部の両側に配置される。有利には、これらのホ
イールは、苗を傷つけることなく、確実に苗の周囲の土を押し固めることができる。
【００２１】
　本発明による装置の更なる実施形態によると、前記連結機構は、前記装置が耕地上を移
動させられるときに、前記ホイールの少なくとも一方に連結された苗運搬デバイスが土の
上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器の前記ホイールを溝の傍らの土に押し付け
る。
【００２２】
　本発明による装置の更なる実施形態によると、前記連結機構は、前記装置が耕地上を移
動させられるときに、前記ホイールが苗の周囲の土を一定の力で押し固めるように、前記
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溝押圧器の前記ホイールを土に押し付ける。
【００２３】
　上述の実施形態によって、より正確な苗の配置及び定植の作業が達成される。特に、耕
地の表面に凹凸や隆起があった際に、苗が様々な深さに定植されることが避けられる。し
たがって、均等な深さでの苗の定植が達成される。特に、前記苗運搬デバイスは、梃子の
作用によって高さが定まるので、二つの特徴が提供される。それは、土の凹凸に拘わらず
、苗が一定の深さに定植されることと、一定の押圧力で定植されることである。
【００２４】
　本発明によると、苗は、前記苗運搬デバイスに手動で送られることができ、次いで、前
記苗運搬デバイスは、手動で又は自動的に苗を溝に入れる。更に、別の実施形態によると
、前記苗運搬デバイスは、トレイから苗を自動的に取り出し、それらを溝に入れるように
構成される。したがって、苗は、切られた溝に、苗運搬デバイスによって搬送される。
【００２５】
　特に、前記苗運搬デバイスは、苗を保持し、溝に苗を入れるためのクランプユニットを
備える。好ましくは、前記クランプユニットは、苗の束を掴むように構成される。この場
合、苗の脆弱な茎に傷をつけないことが可能である。前記クランプユニットは、手動で苗
を供給されてもよく、又は、前記クランプユニットは、自動的に苗をトレイから取り出し
てもよい。
【００２６】
　本発明による装置の更なる実施形態によると、前記連結機構は、前記苗運搬デバイスの
前記クランプユニットと前記溝押圧器とを連結する。
【００２７】
　本発明による装置の実施形態によると、前記連結機構は、前記装置が耕地上を移動させ
られるときに、前記溝押圧器に連結された前記クランプユニットが土の上で一定の高さを
有するように、前記溝押圧器を溝の傍らの土に押し付ける。
【００２８】
　この実施形態によって、より正確な苗の配置及び定植の作業が達成される。特に、耕地
の表面に凹凸や隆起があった際に、苗が様々な深さに定植されることが避けられる。した
がって、土の凹凸に拘わらず、苗は、一定の深さに定植される。
【００２９】
　この連結機構は、好ましくは、バネ機構を備える。該バネ機構は、装置が耕地上を移動
させられるときに、前記溝押圧器、特に前記ホイールの少なくとも一方に連結された前記
苗運搬デバイス、特に前記クランプユニットが土の上で一定の高さを有するように、前記
溝押圧器、特に前記溝押圧器のホイールを溝の傍らの土に押し付ける。更に、前記バネ機
構は、前記装置が耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器、特に前記ホイール、が
苗の周囲の土を一定の力で押し固めるように、前記溝押圧器、特に前記ホイールを土に押
し付ける。この手段によって、より正確な苗の配置及び定植の作業が達成される。特に、
耕地の表面に凹凸や隆起があった際に、苗が様々な深さに定植されることが避けられる。
したがって、標準的な深さでの苗の定植が達成される。
【００３０】
　本発明によると、前記クランプユニットは、梃子の作用によって高さが定まるので、二
つの特徴が提供される。それは、土の凹凸に拘わらず、苗が一定の深さに定植されること
と、一定の押圧力で定植されることである。
【００３１】
　本発明によると、前記装置によって、自動的に溝が切られる。更に、溝は、埋められ、
梃子の作用を受け、押し固められる。
【００３２】
　本発明の更なる実施形態によると、前記連結機構は、パンタグラフ式デバイスである。
パンタグラフ式デバイスは、一部分の動きが他の部分に同一の動きを生じさせるような、
平行四辺形に基づいて接続された機械的連結を提供する。
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【００３３】
　本発明の更なる実施形態によると、前記装置は、殺虫剤用タンクと殺菌剤用タンクとを
備え、該殺虫剤用タンクと該殺菌剤用タンクの双方が噴霧デバイスに連結される。前記噴
霧デバイスは、殺虫剤と殺菌剤の双方を土の中の苗に散布するように構成される。したが
って、前記装置は、定植された苗への殺虫剤及び殺菌剤双方の噴霧処理を、ただ一つの機
器で行うことができる。したがって、前記装置は、移植された苗の生存率を向上させる統
合された苗処理を提供できる。
【００３４】
　更に、本発明の装置は、定植された苗のための栄養物と肥料とを与える手段を備えてよ
い。栄養物及び肥料のために、追加的なタンクが装置に備えられてよい。
【００３５】
　また、前記装置は、噴霧デバイスに連結された水用タンクを備えてよい。この場合、前
記噴霧デバイスは、苗の周囲の土に水を散布するように更に構成される。したがって、水
は、湿気の供給と、定植工程の後の更なる土の押し固めとのために使用される。
【００３６】
　本発明の更なる実施形態によると、前記装置は、溝に置かれた苗の周囲に超吸収体(sup
erabsorber)を配置する手段を備える。該超吸収体は、苗のための支持層として使用され
得る。超吸収体は、苗の周囲の土を補うことができ、又はそのような土の代わりとなり得
る。
【００３７】
　本発明の実施形態によると、前記トレイと前記苗取り出し器とは、サトウキビの苗を保
持し、前記土まで送り届けるように構成される。
【００３８】
　更に、耕地上で前記装置を移動させるための前記手段は、好ましくは、ホイール、特に
動的牽引ホイール、を備える。このようなホイールは、前記装置が移動させられる土の凹
凸を打ち消すために枢動され得るように、装置のフレームに取り付けられる。
【００３９】
　本発明は、イネ科植物の苗、特に、サトウキビ植物の苗を定植するための、上述の装置
の使用方法に関する。
【００４０】
　次に、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による装置の第1の実施形態の斜視図である。
【図２】本発明の装置の第1の実施形態の別の斜視図である。
【図３】本発明の装置の第1の実施形態の側面図である。
【図４】本発明の装置の第1の実施形態の背面図である。
【図５】本発明の装置の第1の実施形態の正面図である。
【図６】本発明の装置の第1の実施形態の溝押圧器を示す図である。
【図７】本発明の装置の第1の実施形態の溝押圧器の詳細を示す図である。
【図８】本発明の装置の第1の実施形態の動的牽引ホイールを示す図である。
【図９】本発明の装置の第1の実施形態の連結機構の機能を示す図である。
【図１０】本発明の装置の第1の実施形態の連結機構の機能を示す図である。
【図１１】図9及び図10に示される連結機構の詳細を示す図である。
【図１２】本発明による装置の第2の実施形態の前方からの斜視図である。
【図１３】本発明による装置の第2の実施形態の後方からの斜視図である。
【図１４】本発明の装置の第2の実施形態の底面図である。
【図１５】本発明の装置の第2の実施形態の側面図であり、地表面を更に示す図である。
【図１６】本発明の装置の第2の実施形態の溝切器を示す図である。
【図１７】本発明の装置の第2の実施形態の溝切器を示す別の図である。
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【図１８】本発明の装置の第2の実施形態の動的牽引ホイールを示す図である。
【図１９】本発明の装置の第2の実施形態の移植部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　図1から図5を参照し、苗を定植及び処理するための装置1の第1の実施形態における全体
的な構造を説明する。
【００４３】
　装置1は、苗が定植される土を有する耕地上で装置1を移動させるための動的牽引ホイー
ル2を備えている。装置1の前面には、連結器3が備えられている。連結器3は、装置のフレ
ーム4に取り付けられている。連結器3は、例えば、装置1がトラクタによって耕地上を図3
に示される矢印Aの方向に牽引され得るように、トラクタに連結されていてもよい。
【００４４】
　装置1は、二つの溝切器6を備えている。溝切器6は、装置1が耕地上を移動させられると
きに、土の中へ押し込まれ得る。溝切器6は、次いで、土を掘り起こして溝切器6の両側に
移動させることで、溝切器6の後方に二本の溝を形成する。溝切器6は、超高分子量の、汚
れがこびりつかない材料から作られている。溝切器6によって形成された溝は、約30cmか
ら35cmの深さを有し、相当な量の土が7cmから15cmの深さで溝に埋め戻され、後述するよ
うに、苗が土の中で良好に押圧される。更に、苗が上下の揺れ、不安定な状態、及び/又
は雨によって傷つけられるのを避けるためには、地表面から15cmから20cmの高さで余分に
盛られた土に苗が定植されるであろう。
【００４５】
　更に、フレーム4は、苗用のいくつかのトレイ5を更に保持している。トレイ5は、サト
ウキビ植物の苗を保持するように構成されている。トレイ5は、移動可能に設けられ、ト
レイ5に置かれた苗をトレイ5から取り出すことができるようになっている。
【００４６】
　装置1は、苗運搬デバイス7を更に備えている。苗運搬デバイス7は、トレイ5から自動的
に苗を取り出し、溝切器6の後方に形成された溝に入れるように構成されている。苗運搬
デバイス7は、載置台と、後で詳細に説明されるクランプユニット16とを備えている。苗
運搬デバイス7は、苗に傷をつけることを避けるために、できる限り優しく苗の束を掴む
。苗は、次いで、切られた溝へ下降させられ、溝に入れられ、定植され得る。
【００４７】
　あるいは、苗は、トレイ5から手動で取り出され、苗運搬デバイス7の載置台に置かれ、
そこでクランプユニット16によって掴まれる。
【００４８】
　装置1は、溝押圧器8を更に備えている。溝押圧器8は、各溝切器6の移動経路の両側に配
置される二つのホイール9を備えている。溝押圧器8の二つのホイール9は、溝切器6によっ
て溝の外に移動させられた土を押して溝に戻し、溝内に配置された苗の周囲に戻す。次い
で、定植された苗の周囲の土は、ホイール9によって押し固められる。
【００４９】
　装置1は、耕地への苗の定植に適しているだけでなく、苗の生存率を高めるための、定
植された苗の処理にも適している。この目的のために、水用タンク10、殺虫剤用タンク11
、肥料用タンク12、及び殺菌剤用タンク13が、装置1のフレーム4に取り付けられている。
タンク10から13は、配管系に連結されている。配管系は、タンク10から13を、噴霧デバイ
ス14に接続している。噴霧デバイス14は、制御ユニット(不図示)によって制御される噴霧
弁15を備えている。
【００５０】
　苗は、切られた溝の中に配置された後、殺虫剤、肥料、殺菌剤によって処理され得る。
それら殺虫剤、肥料、殺菌剤は、定植された苗に、噴霧デバイス14によって噴霧され得る
。更に、苗に水が噴霧され得る。これは、定植工程の後の湿気の供給と土の押し固めのた
めである。
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【００５１】
　図6及び図7を参照し、溝押圧器8の機能について詳細に説明する。
【００５２】
　クランプユニット16によって苗が溝内に配置された後、溝押圧器8は、土を押して溝内
に埋め戻し、定植された苗の周囲の土を押し固める。この目的のために、二つの傾斜した
ホイール9は、溝切器6の移動部の両側に配置されている。図6に示されるように、ホイー
ル9の軸は、垂直方向に対して45度の角度で傾斜している。更に、図7に示されるように、
ホイール9の一部は、地表面17よりも下方に配置されている。
【００５３】
　図8を参照し、動的牽引ホイール2の機能について詳細に説明する。
【００５４】
　ホイール2は、軸19に回転自在に取り付けられている。この軸19は、レバー18によって
支持されている。レバー18の反対側は、更に別の軸23に枢動可能に取り付けられている。
この構造体は、装置1のフレーム4に取り付けられている。更に、レバー18は、バネ20の一
端に連結されている。バネ20の他端は、フレーム4に連結されている。これにより、バネ2
0が、レバー18に取り付けられたホイール2を下方に押す。この機構によって、動的牽引ホ
イール2は、装置1が移動させられる土の上の凹凸を打ち消す。これは、ホイール2をバネ2
0の力に抗して図8に示される矢印Bの方向に枢動させることによるものである。詳細には
、200mm程度の高さの凹凸を打ち消すことができる。
【００５５】
　図9から図11を参照し、連結機構21について詳細に説明する。
【００５６】
　装置1が移動させられる土の上に隆起のような凹凸がある場合、苗は均等に配置される
べきであるのに、苗が様々な深さに配置されるという問題が発生する。連結機構21によっ
て、一方に苗運搬デバイス7、本実施形態においては苗運搬デバイス7のクランプユニット
16(図6参照)が、他方に溝押圧器8が、二つの目的を達成するように連結されている。第一
に、土の凹凸に拘わらず苗が一定の深さで溝に置かれることであり、第二に、土の凹凸に
拘わらず苗が一定の押圧力によって溝に置かれることである。連結機構21は、ある程度の
自由度を有したパンタグラフ式動作のように動く。
【００５７】
　連結機構21は、溝押圧器8のホイール9を溝の傍らの土に押し付けるバネ機構22を備える
。これにより、バネ機構22は、装置1が耕地上を移動させられるときに、ホイール9に連結
されたクランプユニット16が土の上で一定の高さを有するようにする。更に、バネ機構22
は、装置1が耕地上を移動させられるときに、ホイール9が、苗の周囲の土を一定の力で押
し固めるように、ホイール9を土に押し付ける。図9及び図10は、ホイール9の異なる高さ
の位置と、それに対応する連結機構21及びバネ機構22の動きを示す。
【００５８】
　図12から図15を参照し、苗を定植及び処理するための装置1の第2の実施形態における全
体的な構造を説明する。
【００５９】
　本発明の装置1の第2の実施形態は、この装置1の上述の第1の実施形態と類似している。
したがって、第1の実施形態の対応する要素と機能面で同一の又は類似の第2の実施形態の
要素は、同一の参照符号で示される。これらの要素の説明は、第2の実施形態の説明にお
いては省略される。しかしながら、これらの要素は、第2の実施形態においても使用され
得る。一方、第2の実施形態についてより詳細に説明される要素も、単独で、又は第1の実
施形態の他の要素と組み合わせて使用され得る。
【００６０】
　第2の実施形態の装置1は、水用タンクを備えない。代わりに、薬品タンクの容量が、第
1の実施形態の装置1と比べて大きくなっている。詳細には、殺虫剤用大型タンク11と殺菌
剤用大型タンク13とが備えられている。更に、肥料用にタンク12が備えられている。肥料
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用タンク12は、肥料を収容した袋に連結され得る。これらの袋のために、第2の実施形態
の装置1は、袋保護部24を備えている。
【００６１】
　苗用トレイ5へのよりよいアクセスを提供するために、載置台25が設けられている。載
置台25は、装置1のフレーム4に取り付けられている。図15は、地表面17に対する装置1の
位置を示す。この図に見られるように、溝切器6は、地表面17よりも下方に配置される。
深さDは、変化し得る。本実施形態では、深さDは410mmである。更に、動的牽引ホイール2
及び溝押圧器8のホイール9は、部分的に地表面17よりも下方に位置する。
【００６２】
　図16及び図17を参照し、第2の実施形態の装置1の溝切器6の詳細について説明する。
【００６３】
　図15に示されるように、溝切器6は、地表面17より下方の最も遠方に位置するポインタ3
3を備えている。ポインタ33は、溝切器6の本体部34に取り付けられている。装置1のフレ
ーム4は、溝切器6が枢動可能に取り付けられる支持部37を備えている。
【００６４】
　更に、噴霧デバイス14は、溝切器6の本体部34に取り付けられている。噴霧デバイス14
は、噴霧弁15に接続された肥料用ホース35を備えている。肥料は、肥料用ホース35及び噴
霧弁15を通って、一つ以上の噴霧ノズル36に供給される。
【００６５】
　図18を参照し、第2の実施形態の装置1の動的牽引ホイール2について詳細に説明する。
【００６６】
　既に第1の実施形態の図8を参照して説明したように、ホイール2は、軸19に取り付けら
れている。軸19には、牽引方向Aの反対方向に装置が動くことを防止する戻り防止機構32
が配置される。更に、軸23は、歯車を備えている。歯車は、ホイール2の駆動のためにチ
ェーン31が軸23の回転を軸32に伝達し得るようにする。駆動チェーン31は、回転の伝達の
ために更に別の歯車に連結され得る。
【００６７】
　更に、載置台アクセス用段部27が、動的牽引ホイール2のための支持部に接続されてい
る。この載置台アクセス用段部27は、載置台25へのアクセスを容易にする。
【００６８】
　本発明の第2の実施形態の装置1では、移植カート26が、装置1のフレーム4に取り外し可
能に取り付けられている。この移植カート26について図19を参照して説明する。
【００６９】
　移植カート26は、溝押圧器8と、クランプユニット16を含む苗運搬デバイス7とを備えて
いる。更に、操縦者席28が、移植カート26に取り付けられている。操縦者席28は、操縦者
席28に座った操縦者が苗載置台29上の苗にアクセスできるように後方に向けられている。
操縦者は、苗を苗運搬デバイス7に置くことができ、苗運搬デバイス7は、苗を切られた溝
へ運搬する。
【符号の説明】
【００７０】
　1　装置
　2　動的牽引ホイール
　3　連結器
　4　フレーム
　5　苗用トレイ
　6　溝切器
　7　苗運搬デバイス
　8　溝押圧器
　9　溝押圧器のホイール
　10　水用タンク



(11) JP 2016-526902 A 2016.9.8

10

20

　11　殺虫剤用タンク
　12　肥料用タンク
　13　殺菌剤用タンク
　14　噴霧デバイス
　15　噴霧弁
　16　クランプユニット
　17　地表面
　18　レバー
　19　軸
　20　バネ
　21　連結機構
　22　バネ機構
　23　軸
　24　袋保護部
　25　載置台
　26　移植カート
　27　載置台アクセス用段部
　28　操縦者席
　29　苗載置台
　30　移植カート固定プレート
　31　駆動チェーン
　32　戻り防止機構
　33　ポインタ
　34　溝切器の本体部
　35　肥料用ホース
　36　噴霧ノズル
　37　溝切器の支持部
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【手続補正書】
【提出日】平成27年3月26日(2015.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　農作植物の苗を定植及び処理するための装置であって、
　前記苗が定植される土を有する耕地上で前記装置を移動させるための手段と、
　複数の苗を保持するためのトレイと、
　前記装置が前記耕地上を移動させられるときに前記耕地に自動的に溝を生成するための
溝切器と、
　前記苗を前記トレイから前記溝へ入れるための苗運搬デバイスと、
　肥料、殺虫剤、殺菌剤及び/又は栄養物を前記溝へ散布するための噴霧デバイスと、
　前記溝を土で埋め、埋められた前記溝内の前記苗の周囲の前記土を押し固めるように構
成された溝押圧器と、
　前記苗運搬デバイスと前記溝押圧器とを連結する連結機構と、を備え、
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を前
記溝の傍らの前記土に押し付ける装置。
【請求項２】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器が前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押圧するように、前記溝押圧器を前記土に押し付ける、請
求項1に記載の装置。
【請求項３】
　前記溝押圧器は、少なくとも二つのホイールを備え、前記ホイールは、前記溝切器の移
動経路の両側に配置される、請求項1又は2に記載の装置。
【請求項４】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールの少な
くとも一方に連結された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、
前記溝押圧器の前記ホイールを前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項3に記載の装
置。
【請求項５】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールが前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記溝押圧器の前記ホイールを前記土
に押し付ける、請求項3又は4に記載の装置。
【請求項６】
　前記苗運搬デバイスは、前記トレイから自動的に前記苗を取り出し、該苗を前記溝に入
れるように構成される、請求項1から5のいずれかに記載の装置。
【請求項７】
　前記苗運搬デバイスは、前記苗を保持し、前記溝に前記苗を入れるためのクランプユニ
ットを備える、請求項1から6のいずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記連結機構は、前記苗運搬デバイスの前記クランプユニットと前記溝押圧器とを連結
する、請求項7に記載の装置。
【請求項９】
　前記連結機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
された前記クランプユニットが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を
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前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項7又は8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記連結機構は、バネ機構を備える、請求項1から9のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器に連結
された前記苗運搬デバイスが前記土の上で一定の高さを有するように、前記溝押圧器を前
記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項10に記載の装置。
【請求項１２】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記溝押圧器が前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記溝押圧器を前記土に押し付ける、
請求項10又は11に記載の装置。
【請求項１３】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールの少な
くとも一方に連結された前記クランプユニットが前記土の上で一定の高さを有するように
、前記溝押圧器の前記ホイールを前記溝の傍らの前記土に押し付ける、請求項10から12の
いずれかに記載の装置。
【請求項１４】
　前記バネ機構は、前記装置が前記耕地上を移動させられるときに、前記ホイールが前記
苗の周囲の前記土を一定の力で押し固めるように、前記ホイールを前記土に押し付ける、
請求項10から13のいずれかに記載の装置。
【請求項１５】
　前記連結機構は、パンタグラフ式デバイスである、請求項1から14のいずれかに記載の
装置。
【請求項１６】
　前記溝切器は、超高分子量の、汚れがこびりつかない材料から作られる、請求項1から1
5のいずれかに記載の装置。
【請求項１７】
　前記装置は、殺虫剤用タンクと殺菌剤用タンクとを更に備え、該殺虫剤用タンクと該殺
菌剤用タンクの双方は、前記噴霧デバイスに連結され、前記噴霧デバイスは、殺虫剤と殺
菌剤の双方を前記土の中の前記苗に散布するように更に構成される、請求項1から16のい
ずれか一項に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は、前記溝に入れられた前記苗の周囲に超吸収体を配置するための手段を更に
備える、請求項1から17のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記トレイと前記苗運搬デバイスとは、サトウキビの苗を保持し、前記土まで送り届け
るように構成される、請求項1から18のいずれか一項に記載の装置。
【請求項２０】
　イネ科植物、特に、サトウキビ植物の苗を定植するための、請求項1から19のいずれか
一項に記載の装置の使用方法。
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